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１．事例の概要 

  １回経産婦。妊娠４０週１日、陣痛発来により当該分娩機関に入院した。

その後、子宮口開大が８～９ｃｍ、児頭の下降がＳｐ－３ｃｍの時点で破水

した（当該分娩機関は自然破水、家族は人工破膜としている）。破水から５分

後に胎児心拍数が５０拍／分に低下し、臍帯脱出が確認され、一時的に臍帯

が還納されたが、羊水の流出とともに再度臍帯が脱出した。医師が用手的に

臍帯を還納し、胎児心拍数は１２０拍／分台で、努責をかけると８０拍／分

台に下降した。吸引分娩が準備されたが児頭が下降しないため、帝王切開が

行われた。羊水混濁が認められ、臍帯巻絡、結節はなかった。 

  児の在胎週数は４０週１日で、体重は３４９０ｇであった。アプガースコ

アは、１分後、５分後とも４点（心拍数２点、皮膚色２点）で、臍帯動脈血

ガス分析値は、ｐＨが７．１０５、ＰＣＯ２が２８．６ｍｍＨｇ、ＰＯ２が２

３．８ｍｍＨｇ、ＨＣＯ３
－が８．８ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥが－１９．５ｍｍｏ

ｌ／Ｌであった。吸引、人工呼吸が施行され、生後３分に気管挿管された。

その後、新生児搬送され、重症新生児仮死、胎便吸引症候群と診断された。

生後８日目の頭部ＣＴでは、明らかな虚血を疑う異常所見はみられなかった

が、やや側脳室の拡大が目立ち、萎縮の兆候と考えられた。生後２３日目の

頭部ＭＲＩで、脳室の拡大傾向が指摘され、脳萎縮進行の可能性が考えられ
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た。 

  本事例は、病院における事例であり、産婦人科専門医２名（経験２４年、

３５年）、小児科医１名（経験３６年）と助産師３名（経験４年～２９年）、

准看護師５名（経験１１年～２１年）が関わった。 

    

２．脳性麻痺発症の原因 

  臍帯脱出が発生し、臍帯血流が障害されたことによる胎児低酸素状態の持

続が、新生児脳性麻痺発症の原因と判断される。臍帯脱出の原因については、

破水した時点では児頭が固定していなかった可能性があり、児頭と頸管の間

にすき間が生じ、そこから羊水の流出とともに臍帯が脱出したことであると

考えられる。 

    

３．臨床経過に関する医学的評価 

入院時の分娩第Ⅰ期において、分娩監視装置により胎児心拍数パターンが

正常であると判断し、一時的に分娩監視装置を外したことは一般的である。

しかし、分娩監視装置を装着していない間の胎児心拍数が、診療録に記録さ

れなかったことは一般的ではない。分娩監視装置に記録された心拍数が胎児

の心拍数か母体の血流の拍動か断定できない状態で、分娩監視装置を装着し

直さなかったことは一般的でない。分娩の管理として、活動期で児頭が下降

しない状況で経過観察としたことは、選択肢としてあり得る。家族からみた

経過と当該分娩機関の診療録の記載が異なっているが、人工破膜が行われた

とすれば、児頭の位置がＳｐ－３ｃｍと固定していない状態で行われたこと

になり、このタイミングでの人工破膜には賛否両論がある。一方、自然破水

であれば、子宮口全開大間近であったことから、適切な時期の破水であり、

医学的評価の対象事項とはならない。また、臍帯脱出が発生した後、児頭先
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進部の挙上による臍帯圧迫の解除を行わなかったこと、および直ちに帝王切

開を決定しなかったことは一般的ではないが、帝王切開の決定から１８分で

児を娩出したことは迅速で適確である。新生児の蘇生および新生児搬送した

ことについては適確であるが、新生児の状態の評価については、皮膚色の判

定と児の状態が一致しておらず一般的でない。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

 １）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

（１）分娩監視装置の記録について 

分娩経過中、胎児の心拍数か母体血流の拍動を記録しているのかを

識別できない状態が認められるので、分娩監視装置の装着について注

意を払い、胎児心拍数を記録できているか常に確認を行うことが必要

である。また、分娩第Ⅰ期においては一定時間、分娩監視装置によっ

て胎児心拍数が正常であることを確認し、連続的に分娩監視装置を装

着しない場合には、次の分娩監視装置使用まで（６時間以内）は、間

欠的心音聴取（１５～９０分）を行い、その結果を診療録に記録する

ことが必要である。 

（２）破水について 

人工破膜を行ったとすれば、直前の児頭の位置はＳｐ−３ｃｍで児頭

が固定していない状態であり、産婦人科診療ガイドライン（産科編２

０１１）においても、人工破膜を実施する場合には「児頭固定確認」

後に行うことを勧めており、人工破膜は細心の注意を払って施行する

ことが望まれる。 

（３）臍帯脱出後の対応について 

臍帯脱出がみられた際は、挿入した内診指をそのままにして胎児先
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進部を挙上させたままとし、陣痛が認められない場合には、骨盤高位、

胸膝位などをとって臍帯圧迫を解除し、可及的速やかに帝王切開を行

うのが一般的であるので、今後の臍帯脱出の対応において徹底を図る

ことが望まれる。 

（４）臍帯動脈血ガス分析について 

臍帯動脈血ガス分析は、採血や測定の手技、採血から分析までの検

体の保存状態によって、値に影響が出る場合がある。臍帯動脈血ガス

分析を確実に行えるよう、方法等を検討することが必要である。 

 （５）新生児の状態の評価について 

     本事例では、新生児蘇生および搬送の処置は適確であるが、アプガ

ースコアについては、皮膚色の判定と状況が一致していない。アプガ

ースコアの採点等、新生児の状態の評価について、施設内で見直すこ

とが望まれる。 

 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

分娩に際して医師・助産師全員が臍帯脱出の対応について実践が出来

るような体制を整えることが望ましい。 

 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

ア．分娩誘発等と臍帯脱出との関連について 

臍帯脱出は胎児を急速に低酸素状態にし、脳性麻痺や胎児・新生

児死亡の原因となっている。頭位分娩においてはその発症率は極め

て低く、原因の分析が進んでいない現状がある。今後、破水(人工破

膜・自然破水)、メトロイリンテルの使用、分娩誘発などの要因と臍
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帯脱出との関連について学会レベルで事例を集積し、それらの因子

と臍帯脱出との因果関係を検討し、臍帯脱出に対するガイドライン

を策定することが望まれる。 

イ．分娩監視装置装着時の胎児心拍数の記録について 

分娩監視装置を装着する際には、ただ波形が記録されていれば良

いのではなく、正しい位置にプローブを装着し、胎児心拍数が正し

く記録されているかどうか確認する必要がある。その徹底について、

周知することが望まれる。 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 


